
スポーツによる元気な信州づくり包括連携協定書 

 

株式会社長野県民球団、株式会社松本山雅、株式会社長野パルセイロ・アスレチッ

ククラブ、株式会社ＮＡＧＡＮＯ ＳＰＩＲＩＴ、株式会社ボアルース長野フットサル

クラブ、株式会社ＶＣ長野クリエイトスポーツ、ルートインジャパン株式会社、株式

会社信州スポーツプロモーション、公益財団法人長野県スポーツ協会、公益財団法人

長野県障がい者スポーツ協会及び長野県（以下「協定関係１１者」という。）は、スポ

ーツによる元気な信州づくりを推進するため、以下のとおり包括連携協定（以下「協

定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、協定関係１１者が相互連携と協働による共創的な活動を推進し、

スポーツを通じて長野県全体に元気を創出していくことを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 協定関係１１者は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協

力する。この場合において、事業の実施主体及び連携・協力主体の組み合わせは当

事者間で適宜調整する。 

（１）スポーツ振興に関すること 

（２）青少年の健全育成に関すること 

（３）県民の健康の増進に関すること 

（４）観光振興に関すること 

（５）その他地域の活性化に関すること 

２ 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、協定関係１１者は必要に応じ当

事者間で協議を行うものとする。 

 

（事業の広報） 

第３条 公益財団法人長野県スポーツ協会、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協

会及び長野県は、前条に基づく事業の実施にあたり、それぞれの広報媒体等を通じ

て積極的に広報するものとする。 

 

（協定の有効期間及び内容変更） 

第４条 本協定は、協定締結の日から令和１１年３月３１日までとする。ただし、本

協定からの脱退を希望する場合は、脱退を予定する日の１か月前までに、協定関係

１１者のうち当該団体を除くすべての相手方に対し、書面をもって通知することに

より、本協定から脱退できるものとする。 

２ 協定関係１１者のうち、いずれかの者から協定内容変更の申し出があったときは、

その都度協議の上、その変更を行うものとする。 

 

（疑義の決定） 

第５条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合

は、協定関係１１者で協議して定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書１１通を作成し、協定関係１１者それぞれ署名の

上、各自その１通を保有するものとする。 

 



令和７年（２０２５年）３月１９日 

 

長野県長野市若里６－３－２２ 

 株式会社長野県民球団 

  代表取締役社長 

 

長野県松本市並柳１－１０－２０ 

 株式会社松本山雅 

  代表取締役社長 

 

長野県長野市屋島３３００ 

 株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ 

  代表取締役社長 

 

長野県長野市川中島町今井３８４ 

 株式会社ＮＡＧＡＮＯ ＳＰＩＲＩＴ 

  代表取締役社長 

 

長野県長野市南長池７１３－１ 

 株式会社ボアルース長野フットサルクラブ 

  代表取締役社長 

 

長野県上伊那郡南箕輪村５１９７－１ 

 株式会社ＶＣ長野クリエイトスポーツ 

  代表取締役社長 

 

長野県上田市古里２０５５－９ 

 ルートインジャパン株式会社 

  代表取締役 

 

長野県須坂市大字須坂１２３０－４３ 

 株式会社信州スポーツプロモーション 

  代表取締役 

 

長野県長野市大字南長野字聖徳５４５－１ 

 公益財団法人長野県スポーツ協会 

  理事長 

 

長野県長野市大字下駒沢５８６ 

 公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会 

  理事長 

 

長野県長野市大字南長野幅下６９２－２ 

 長野県知事 


